
更新日：令和６年３月２９日現在

【八街市】

株式会社中村太一商店（カブシキガイシャナカムラタイチショウテン）

千葉県八街市八街ろ１１９番地

中村智代子

（１）令和６年７月２８日までに建物全体に消防法で定める技術上の基準に従い、屋内消火栓設備
を設置すること。（消防法第１７条第１項、消防法施行令第１１条第１項第２号）

（２）令和６年７月２８日までに建物全体に消防法で定める技術上の基準に従い、自動火災報知設
備を設置すること。（消防法第１７条第１項、消防法施行令第２１条第１項第４号）

令和6年3月29日

命令を受けた者の氏名

火災予防上の命令を受けている違反対象物一覧

防火対象物の名称（フリガナ）

防火対象物の所在地

命令の内容

命令発動日

https://www.google.co.jp/maps/place/%EF%BC%88%E6%A0%AA%EF%BC%89%E4%B8%AD%E6%9D%91%E5%A4%AA%E4%B8%80%E5%95%86%E5%BA%97/@35.659966,140.2823284,19z/data=!4m6!3m5!1s0x6022921269fe127b:0x75f2b46cacb52578!8m2!3d35.6599662!4d140.2827901!16s%2Fg%2F1tglhfk1?hl=ja&entry=ttu

